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(民生）

(建設）

(教経）

(９月２日提出分）

[議案］

（教経）議案第75号

（総・民･建)議案第76号

損害賠償専決処分の承認について

平成22年度横須賀市一般会計補正予算

（第２号）

財産条例中改正について

手数料条例中改正について

福祉施設入所者費用徴収条例中改正につ

いて

火災予防条例中改正について

神奈川県後期高齢者医療広域連合規約の

変更に関する協議について

物品の買入れについて

市道路線の認定及び廃止について

市立諏訪小学校建替工事請負契約の締結

について

市立諏訪小学校建替電気設備工事請負契

約の締結について

市立諏訪小学校建替機械設備工事請負契

約の締結について
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(民生）
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第３回市議会定例会提出予定案件一覧表

(教経） 議案第85号

(教経） 議案第86号

(追加提出予定人事案件）

固定資産評価審査委員会委員選任について

（参考）

もちづきゆかこ

平成22年10月１４日任期満了望月由佳子
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[報告

（民生）

(民生）

(民生）

(民生）

(民生）

(建設）

(建設）

(教経）

(総務）

(総務）

(総務）

(民生）

(建設）

(教経）

(教経）
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報告第19号

報告第20号

報告第21号

報告第22号

報告第23号

報告第24号

報告第25号

報告第26号

報告第27号

報告第28号

手数料条例の一部を改正する条例の専決

処分について

手数料条例等の一部を改正する条例の専

決処分について

横須賀市国民健康保険条例の一部を改正

する条例の専決処分について

損害賠償専決処分について

損害賠償専決処分について

訴えの提起の専決処分について

損害賠償専決処分について

卿損害賠償専決処分について

財団法人横須賀芸術文化財団の経営状況

の報告について

財団法人横須賀市都市施設公社の経営状

況の報告について

報告第29号横須賀市土地開発公社の経営状況の報告

に ついて

報告第30号財団法人横須賀市健康福祉協会の経営状

況の報告について
－

報告第31号横須賀新港埠頭株式会社の経営状況の報

告について

報告第32号財団法人横須賀市産業振興財団の経営状

況の報告について
－

報告第33号財団法人横須賀市生涯学習財団の経営状

況の報告について
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応招義務免責要件に従わないシャローム浦上

台に対する指導卜監督について戸

(民生常任委員会）
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9.27(月）
》
〒 午前１０時

9.28(火）
決算特別委員会

（７総括）
午前１０時

9.29(水） (予１＃日）

9.30(木） (予１＃日）

１０．１(金）
議会運営委員会（会議室）

本 会議

午前１０時

午後２時

本会磯終了後

議員研修会

９．１(水） 議会運営委員会（会議室） 午前１０時



長・監事・相談役会議

８月１６日～１７日旧軍港市議会議長会

８月１８日三浦半島関係議会議長会

０

(事務局）

健康増進講演会の開催について

日時９月１日（水）１３時１５分～１４時４５分

場所第２委員会室

テーマ健康づくり講座～レッツ１からだ改善～

講師 横須 賀市 保健所長
こばやしとしあき

小林利彰氏

明治スポーツプラザ職員（すこやかん指定管理者）

１

平成２２年度（第１回）議員研修会の開催について２

時
所場所議場

テーマ地域活』性化の多機能拠点

講 師道の駅萩し－ま－と駅長
な か さ わ

中津さ かな氏

１０月１日（金）本

報告事項

(議長）

１各種会議等への出席について

７月５日全国市議会議長会基地協議会第７３回理事会

７月９日全国市議会議長会基地協議会関東部会正副会

日
場

後蟹

平成２２年度（第２回）議員研修会の開催について

日時１２月１４日（火）本会議終了後
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場所議場

テーマ我が国の安全保障
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講師 防衛大学校学校長
いおきくまこと

五百旗頭真氏

会派控室等のJ-comチュ ー ナ －の交換につ
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匿霊回

鎖
業
委
員
賎

議
事
課
長

事
務
局
長

議
長
席

都
市
部
長

部士

木
み
ど

長り

港
湾
部
長

経
済
部
長

識
鼠
瀞
雪
蜘

環
境
部
長

こ
ど
も
育
成

部
長

雛
雛
瀧
雛
鞠

部健

康
福

長祉

財
政
部
長

生教

雲
長会

管教

籍
長会

輔
総
礁
韻

施上

蕊
長局

業上

蕊
長局

電
電
簾
察

会
計
管
理
者

８

い
さ
か
し
ん
や

井
坂
新
哉

７

お
お
む
ら
よ
う
こ

大
村
洋
子

６

：
こ

５

た
な
べ
あ
宮
ひ
と

田
辺
昭
人

市
民
部
長

市
民
安
全
部
長

総
務
部
長

政
策
推
進
部
長

贋
川
副
市
長

沼
田
副
市
長

市
長

鋤
育
醗
員
飴

教
育
長

代
表
監
査
委
員

上
下
水
道
局
長

消
防
局
長

選
挙
管
理

委
員
長

あ
お
き
て
つ
ま
さ

訓
青
木
哲
正

3０

す
ぎ
た

杉
田
さ
と
る

2９

ま
つ
お
か
か
ず
ゆ
き

松
岡
和
行

2８

か
と
う

ま
さ
み
ち

加
藤
虞
道

ふ
じ
の

４
藤
野

ひ
で
あ
き

英
明

は
が

ち
か
お

３
芳
賀
親
男

２

い
せ
念
こ
う
じ

伊
関
功
滋

１

い
わ
さ
倉

岩
崎

え
み

絵
美

2０

い
ち
や
な
ぎ
ひ
ろ
し

一
柳
洋

1９

さ
く
ま
の
り
お

佐
久
間
則
夫

1８

慈
蕊

1７

の
む
ら
た
か
ひ
ろ

野
村
隆
弘

1６

じ
ん
ぽ
ひ
ろ
し

神
保
浩

1５

た
き
が
わ
き
み
え

瀧
川
君
枝

1４

や
じ
ま
史
ち
こ

矢
島
真
知
子

1３

は
ら
だ
あ
き
ひ
ろ

原
田
章
弘

1２

つ
の
い

Ｊ
ｐ
こ
い

角
井
基

や
ま
も
と
ふ
み
お

Ⅱ
山
本
文
夫

ｎ
Ｕ
す
ず
き
ま
ち
こ

１
鈴
木
真
智
子

９

つ
ち
だ
ひ
ろ
の
ぶ

土
田
弘
之
宣

3４

哀
る
や
室
あ
き
ひ
皇

丸
山
明
彦

3３

い
と
う
●
念
ｃ
ゆ
き

伊
東
雅
之

3２

い
と
う
じ
ゅ
ん
い
ち

伊
藤
順
一

刀
調

ペ
ン

2６

き
の
し
た
け
ん
じ

木
下
憲
司

2５

あ
お
き
し
ゅ
う
す
け

青
木
秀
介

2４

は
ま
の
ま
さ
ひ
ろ

浜
野
雅
浩

2３

に
し
だ

西
田

か
ず
え

和
恵

2２

い
わ
さ
わ
あ
き
お

岩
沢
章
夫

む
ろ
し
ま
ま
き
こ

別
室
島
真
貴
子

4３ 4２

や
ま
し
た
か
お
る

山
下
薫

や
ま
ぐ
ら
み
ち
お

刺
山
口
道
夫

4０

た
か
は

し
と
し
あ
き

高
橋
敏
明

3９

た
け
狩
り
て
る
た
か

竹
折
輝
隆

3８

わ
た
な
く
か
ず
と
し

渡
辺
和
俊

3７

わ
か
や
ま
ゆ
た
か

若
山
豊

3６

し
ま
だ

あ
き
ら

嶋
田
晃

3５

い
た
ぱ
し
ま
も
る

板
橋
衛
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鍛
業
委
員
賎

港
湾
部
長

土
木
み
ど
り

部
長

都
市
部
長

議
事
課
長

事
務
局
長

議
長
席

経
済
部
長

識
罪
謬
担
識

環
境
部
長

こ
ど
も
育
成

部
長

雛
織
雛
凱
熱

部健

康
福

長祉

財
政
部
長

生教

雲
長会

管教

籍
長会

難
紘
醗
韻

施上

蕊
長局

業上

蕊
長局

慧
局委

長曇

会
計
管
理
者

６

す
ず
き
ま
ち
こ

鈴
木
真
智
子

５

つ
ち
だ
ひ
ろ
の
ぷ

土
田
弘
之
宣

市
民
部
長

市
民
安
全
部
長

総
務
部
長

政
策
推
進
部
長

唐
川
副
市
長

沼
田
副
市
長

市
長

熱
育
醗
員
融

教
育
長

代
表
監
査
委
員

上
下
水
道
局
長

消
防
局
長

選
挙
管
理

委
員
長

資；＄Ｐ ３

ふ
じ
の

４
藤
野

ひ
で
あ
き

英
明

は
が

ち
か
お

３
芳
賀
親
男

２

い
せ
さ

や
》
呂
津
抑
》

伊
関
功
滋

１

い
わ
さ
さ

岩
崎

え
み

絵
美

描
無
会
派

禍
無
会
派

仙
無
会
派

佃
共
産
党

旭
共
産
党

川
共
産
党

1０

や
じ
ま
ま
ち
こ

矢
島
真
知
子

９

は
ら
だ
あ
き
ひ
ろ

原
田
章
弘

つ
の
い

も
と
い

８
角
井
基

７

や
ま
も
と
ふ
み
お

山
本
文
夫

4３ 哩
新
政
会

馴
新
政
会

3０

ニ
ュ
ー
ウ
ィ

ン
グ
横
須
賀

2９

ニ
ュ
ー
ウ
ィ

ン
グ
横
須
賀

2８

ニ
ュ
ー
ウ
イ

ン
グ
横
須
賀

2７

ニ
ュ
ー
ウ
ィ

ン
グ
横
須
賀

溺
新
政
会

踊
新
政
会

別
新
政
会

２３

森；

ペ
ン

2２

き
の
し
た

け
ん
じ

木
下
憲
司

2１

あ
お
き
し
ゅ
う
す
け

青
木
秀
介

2０

は
ま
の

ま
さ
ひ
ろ

浜
野
雅
浩

1９

に
し
だ
か
ず
え

西
田
和
恵

1８

い
わ
さ
わ
あ
き
お

山
石
沢
章
夫

1７

む
ろ
し
ま
ま
き
こ

室
島
真
貴
子

如
新
政
会

開
新
政
会

犯
新
政
会

師
新
政
会

3６

た
か
は
し
と
し
あ
き

高
橋
敏
明

3５

た
け
お

り
て
る
た
か

竹
折
輝
隆

3４

わ
た
な
く
か
ず
と
し

渡
辺
和
俊

3３

わ
か
や
ま
ゆ
た
か

若
山
豊

3２

し
ま
だ

あ
き
ら

嶋
田
晃

い
た
ぱ
し
ま
も
る

訓
板
橋
衛
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人事院資料「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」より
一
‐
‐
つ
釦
！
｝
』
１
つ
錘
；
‐
。
》

※このほか､月60時間の超過勤務時間の積算の基礎に日曜日又はこれに相当する日の勤涜の時間を含めることとする《平成23年

度から実施）

(1)

(値）

Ｏ公務の年間支給爵数を､民間の年間支給割合と見合うよう､0.20月分引下げ(4.15月→3-95月）

Ｏこの改定は､公布日の属する月の翌月の初置く公布日が月の初日であるときは､その日)から実施

Ｏ本年は引下げ改定のため遡及改定は行わない｡しかし､４月時点で公務と民間の均衡が函られる必要があるので､年間

給与でみて公務と民間の均衡が図られるよう12月期の期末手当で４月から実施日の鷺する月の前月までの月例給及び

６月期の特別給に係る較差相当分の額を減額調整

さらに､中寓齢層について俸給表を引下げ改定

①行政職俸給表(－）

(1)による解消分を除いた残りの公務と民間の給与差を解消するよう､40錘以上の臓貝が受ける号俸以上の俸給月額を

引下げ《平均改定率△0-1％）

②指定職俸給表

行政職俸給表(－)の公務と民間の給与較憩率と間程度の引下げ(△02％）

③その他の俸給表

行政戚俸給表(－)との均衡を考怠した引下げ(医捌脳俸給表(－)等を除く）

:錦



横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例（抜粋）

昭和３１年８月２８日

条例第２５号

(退職手当）

第９条市長等が退職した場合は、その者(死亡による退職の場合に
は、その遺族）に退職手当を支給する。

２前項の退職手当の額は､退職の日におけるその者の給料の月額に市

長等としての在職期間の月数（当該月数に１月未満の端数がある場合

には、これを１月とする。）を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)市長１００分の６０

(2)副市長１００分の４６

(3)常勤の監査委員１００分の１６

３市長等の退職手当の支給は、任期ごとに行う。

４前３項に定めるもののほか、市長等の退職手当の支給の手続、方法

その他については、一般職職員の例による。この場合において、横

浜市退職手当条例（昭和２４年８月横浜市条例第４０号)第１１条の３中

．｢有していた機関」とあるのは、『有していた機関（当該機関がない
場合にあっては、懲戒免職等処分及び次条から第１１条の９までの規
定に基づく処分の性質を考慮して人事委員会規則で定める機関）」と
する。

（昭６３条例４.平５条例１０・平１８条例７０．平２１条例５４．－部改正）

←ー■



横浜市条例（番号）

横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の一部を改正する

条例

横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例（昭和３１年８月横浜市条

例第２５号）の一部を次のように改正する。

第９条第２項に次のただし書を加える。

ただし、特別の事由があると認められるときは、市長及び副市長の退職の日

から３月以内に市会の議決をもって市長及び副市長の退職手当の額を減額する

ことができる。

第９条第４項中「前３項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条

第３項の次に次の１項を加える。

４第２項ただし書の規定により退職手当の額を減額して支給する場合には、同

項ただし書の議決の日から起算して１月以内に支払わなければならない。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

提案理、由

市長及び副市長の退職手当について、退職の日から３月以内に市会の議決をも

ってその額を減額することができるものとする等のため、横浜市常勤特別職職員

の給料及び手当に関する条例の一部を改正したいので提案する。

」


